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１  関節可動域表示並びに測定法 

                                      

                                    日本整形外科学会身体障害者委員会 

                           日本リ ハビリ テーショ ンセンタ ー医学会評価基準委員会 

 

Ⅰ 基本的事項 

 １  経緯 

   （ 略）  

 ２  Ｒ Ｏ Ｍ測定の目的 

 （ １ ） 測定する こ と によ って関節の動き を阻害し ている 因子を発見する 。  

 （ ２ ） 障害の程度を判定する 。  

 （ ３ ） 治療法への示唆をあたえる 。  

 （ ４ ） 治療、 訓練の評価手段と なる 。  

 ３  Ｒ Ｏ Ｍの種類 

 （ １ ） 自動act i ve： ケース が自分の力で動かし う る 関節可動域。  

 （ ２ ） 他動passi ve： 外的な力で動かさ れる関節可動域（  ） で表示。  

 （ ３ ） 関節には他動のほかに遊びreserveがある が、 こ れは原則と し てと り あげない。  

 ４  基本肢位 

すべての関節について解剖学的肢位を０ °と する 。 なお前腕については手掌面が矢

状面にある 状態を０ °と し 、 肩関節の水平屈曲伸展計測の際は外転９ ０ °位を０ °と

する 。  

 ５  角度計のあ て かた 、 基本軸・ 移動軸 

軸は臨床的に考慮し たので、 理論的でない部分も ある 。 基本軸は原則と し て立位で

設定し た。  

 

 注） （ ※表示について ）   

  １  過伸展Hyperextensi onと いう 言葉は、 一般に膝、 肘、 指に使用さ れている が基本肢

   位を０ °と し たので必ずし も 必要がない。 し かし 肘と 指は正常でも いわゆる過伸展を  

   と り う る ので、 習慣上過伸展と いう 言葉を使う こ と が多い。  

  ２  可動域表示をマイ ナスで表現する こ と も でき る 。  

     股関節伸展について例示すれば、 関節可動域が屈曲位２ ０ °から ７ ０ °ま であっ

    たと する と 、 こ の表現は次のと おり と なる 。  

     ａ ） 股関節の運動範囲は２ ０ °～７ ０ ° 

     ｂ ） 股関節の屈曲は７ ０ °まで、 伸展は屈曲２ ０ °（ －２ ０ °） ま で。  

  ３  正常可動範囲はあく まで参考角度と する 。  

  ４  股関節にはこ の他分廻し 運動、 ある いは屈曲位外内転（ Abduct i on or  Abduct i oni n

Fl exi on） と いう 表現をする こ と がある 。 ci rcumduct i onと いう 言葉がある が、 ほと ん

ど同義語と いう 解釈も なり たつが、 回旋要素の有無によ って異なる 意味も ある のでこ

こ ではふれないこ と にする 。  

  ５  肩甲帯の運動は複合運動である ので計測法にと く に厳密な規定はも う けない。  

  ６  肩関節の運動の中心は解剖学的には肩峰ではないが計測上の容易さ から 肩峰を用い

   る こ と にし た。  

  ７  肩甲上腕関節を単独に計測する と き は肩甲骨を固定する 。  

  ８  対立運動の反対の運動と 復位運動retroposi t i onと する 。  
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  ９  母指尺側内転において、 示指をこ えて掌面で尺側に行く 運動をtranspal mar abduct i

onと いう 。  

  10 母指の最大撓側外転位から １ －２ 中手骨間の最大角度を保ちながら 、 Ｃ Ｍ関節で第

   １ 中手骨を手の尺側線に近づける 運動を分廻し 運動ci rouduct i onと も いい、 その角度

   は掌面と 第１ 手骨のなす角度と する 。  

  11 中指自体の掌面上の運動は撓側外転radi al  abduct i on、 尺側外転ul nar  abduct i onと

   する。  

  12 足部は理論上長軸方向における 回旋運動すなわち回外supi nat i onと 回内pronat i onと

   背底屈と 外内転がある が、 実際はこ れら の運動は合成さ れて外がえし eversi on（ 回内、

   外転、 背屈） 、 内がえし i nversi on（ 回外、 内転、 底屈） の複合運動と し かなら ず単独

   運動はおこ ら ない（ 内外転のみわずかに単独運動がある 。 ） 。 従って、 足部の運動は外

   がえし 、 内がえし 運動と し てま と めた。 いわゆる 内反外反と いう 言葉は変形をあら わ

   す言葉と し て使用する （ と く に用語委員会に付託） 。 内反運動、 外反運動と いう 言葉も

   不適当であり 、 ド イ ツ語ではeversi onはAuswart skantung、 i nversi onはEi nwartskantu

   ngと し て表現さ れている。  

 

（ 測定について）  

  13 測定し よ う と する 関節は十分露出する こ と 、 と く に女性の場合、 個室、 更衣室の用

   意が必要である。  

  14 ケースに精神的にも おちつかせる 、 よ く 説明し 、 気楽な姿勢をと ら せる。  

  15 基本軸の固定が大切である 。 固定する 場所は関節の近位あるいは遠位端であって関

    節そのも のではいけない。  

  16 角度計の軸は関節の軸と よ く 一致さ せる 、 軸の平行移動はさ し つかえない。  

  17 角度計は２ 回あてる こ と 、 動かす前と 後に測定する。  

  18 ２ 関節筋（ 多関節筋） のある関節ではその影響を十分配慮するこ と 。  

  19 関節痛のある さ いはどの範囲で痛みがある かを発見し 記載する こ と 、 検査は注意深

    く ゆっく り 行う 。  
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Ⅱ.   上  肢  計  測 

関節名 
（ 部位名）  運動方向 正常可 

動範囲 

角度計のあてかた 
注 意 備 考 

基本軸 移動軸 軸 心 

 
 
 

肩甲帯 
shoul der  
gi r dl e 

 
※注5 

屈曲 
f l exi on 0～20 

肩峰を通る  
前額面の投 
影線 

頭頂と 肩峰 
を 結んだ線 

頭  頂   

伸展 
ext ensi on 0～20 〃 〃 〃 

挙上 
el evat i on 0～20 肩峰を結ぶ 

水平線 
肩峰を胸骨上 
縁を結んだ線 胸骨上縁 

 

引下げ 
depr essi on 0～10 〃 〃 〃 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

肩 
shoul der  
( 肩甲骨の 

動き も 含 
む)  
 

※注7 

屈曲 
（ 前方挙 
上）  
f l exi on 

0～180 
肩峰を通る  
垂直線（ 起 
立ま たは座 
位）  

上 腕 肩 肩  峰 
 
  ※注６  

体幹が動かない 
よ う に固定する  
脊柱が前後屈し  
ないよ う に 

 

伸展 
（ 後方挙 
上）  
ext ensi on 

0～50 〃 〃 〃 

外転 
( 側方挙上)  
abduct i on 

 

0～180 

 

〃 

 

〃 

 

〃 

角度計は前後ど ち 
ら にあてても よ い 
体の側屈が起こ ら  
ぬよ う に90°以上 
になったら 前腕を  
回外する こ と を 原 
則と する  
内転の計測は20° 
ま たは45°屈曲位 
ではかる 方法も あ 
る  

 

内転 
adduct i on  

0 

 

〃 

 

〃 

 

〃 

外旋 
ext er al  
rot at i on 

 

0～90 

 

床に垂直 
（ 右図）  

 

尺  骨 

 

肘  頭 

上腕を体幹に接 
し 、 肘関節を 前 
方に90°屈曲し  
た位置を原点と  
する －1 
肩関節を 90°外 
転し た位置では 
かる こ と も ある  
－2 

 

内旋 
i nt er nal  
rot at i on 

 

0～90 

 

〃 

 

〃 

 

〃 

水平屈面 
hor i zont i al  
adduct i on 
( f l exi on)  

 0～135 
肩峰を通る  
前額面の投 
影線 

外転90°よ り  
水平面を 移動 
し た上腕骨長 
軸 

肩  峰 

手掌は原則と し  
て下むき  

 

水平伸展 
hor i zont i al  
abduct i on 

( ext ensi o 

n)  

0～30 〃 〃 〃 

 
肘 

el bow 
 

※注1 

屈曲 
f l exi on 0～145 上 腕 肩 撓  肩 肘 関 節 

角度計は外側に 
あてる  

    

伸展 
ext ensi on 0～5 〃 撓  肩 〃 
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Ⅲ.   手  指  計  測 

関節名 
（ 部位名）  運動方向 正常可 

動範囲 

角度計のあてかた 
注 意 備 考 

基本軸 移動軸 軸 心 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

母指 
t humb 

 
※注1 

撓側外転 
radi al  
abduct i on 

0～60 示 指 
( 撓骨の延長上)  

母 指 
手 根 中 
手 関 節 

運動方向は手 
掌面上 
 
※注9 

 

尺側内転 
ul nar  
abduct i on 

0 〃 〃 〃 

掌側外転 
pal mar  
abduct i on 

0～90 〃 〃 〃 
運動方向は手 
掌面に直角 

 

掌側内転  
pal mar  
adduct i on 

0 〃 〃 〃 

屈曲( MP)  
f l exi on( M 
P)  

0～60 第1中手骨 第1基節骨 MP関節 
  

伸展( MP)  
ext ensi on 
( MP)  

0～10 〃 〃 〃 

屈曲( I P)   
f l exi on( I P)  0～80 第1基節骨 第1末節骨 I P関節 

 

伸展( I P)  
ext ensi on 
( I P)  

0～10 〃 〃 〃 

対立 
opposi t i on 
※注 8 
 
※注10 

   
左図のよ う に母指 
尖端と 小指MP間 
の距離で表示 
こ の運動は外転、 回旋、 屈曲の3要 
素の合成で軸心も 一点でないので角 
度で計測する こ と は困難 

  

 
 
 

前腕 
f or earm 

回内 
pronat i on  

0～90 
床に垂直 
（ 右図）  

伸展し た母指 
を 含む手掌面 

 

第3指先 

肩の回旋が入ら  
ないよ う に肘を 9 
0°に屈曲する  
0°の位置は前腕 
の中間位回外は 
手掌が天井を む 
いた状態 
回内は手掌が床 
面をむいた状態 

 

回外 
supi nat i on  

0～90 

 

〃 

 

〃 

 

〃 

 
 

手 
wr i st  

背屈 
ext ensi on 
( dorsi - 
    f l exi o 
n)  

0～70 撓  肩 第2中手肩 手 関 節 
前腕は中間位、  
角度計は撓側に 
あてる  

 

掌屈 
f l exi on 
( pal mar- 
    f l exi o 
n)  

0～90 〃 〃 〃 

 

手 
wr i st s 

撓屈 
r edi al - 
f l exi on 

0～25 
前腕肩（ 前 
腕軸の中 
心）  

第3指先 手 関 節 
 

尺屈 
ul nar -f l ex 
i on 

0～55 〃 〃 〃 
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指 
f i nger s 

 
※注1 

屈曲( MP)  
f l exi on( M 
P)  

0～90 
第2～5中手 
骨 

第2～5基節 
骨 MP関節 

正確には右のよ  
う な計測を すべ 
き である が下図 
のよ う に距離で 
表示する こ と も  
でき る  
 
 
 
 
 
 
指先と proxi mal  
ま たはdi st al mar  
 cr ease間の距離 
（ 上図）  
 
第3指を中心に手 
掌面上で指のは 
なれる 運動を外 
転と し 、 指のあ 
わさ る 運動を内 
転と する 指先間 
の距離で表示す 
る こ と も でき る  
※注11 

 

伸展( MP)  
ext ensi on 
( MP)  

0～45 〃 〃 〃 

屈曲( PI P)  
f l exi on( PI  
P)  

0～100 
第2～5基節 
骨 

第2～5中節 
骨 PI P関節 

 

伸展( PI P)  
ext ensi on 
( PI P)  

0 〃 〃 〃 

屈曲( DI P)  
f l exi on 
( DI P)  

0～80 
第2～5中節 
骨 

第2～5末節 
骨 DI P関節 

伸展( DI P)  
ext ensi on 
( DI P)  

0 〃 〃 〃 

外転 
abduct i on 

 
第3指軸 2. 4. 5指軸 両軸の交点 

 

内転 
adduct i on 

 
〃 〃 〃 

 

Ⅳ.   下  肢  計  測 

関節名 
（ 部位名）  運動方向 正常可 

動範囲 

角度計のあてかた 
注 意 備 考 

基本軸 移動軸 軸 心 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

股 
hi p 

 
※注4 

屈曲 
f l exi on 

0～90 
0～125 

（ 膝屈曲の
と き）  

体幹と 平 
行に 

大腿骨 
（ 大転子と  
大腿骨外顆 
の中心）  

股関節 
（ 大転子）  

 

伸展 
ext ensi on 0～15   〃    〃    〃 

外転 
abduct i on 0～45 

左右の上 
前腸骨棘 
を 結ぶ線 
への垂線 

大腿中央線 
（ 上前腸骨 
棘よ り 膝蓋 
骨中心）  

上前腸骨棘 
骨盤を固定 
外旋し ないよ う  
にする 内転計測 
のと き は反対肢 
を 屈曲挙上し  
て、 その下をと  
おし て内転する  

 

内転 
adduct i on 0～20   〃    〃    〃 

外旋 
ext er al  
rot at i on 

 

0～45 

膝90°屈 
曲位で膝 
蓋骨よ り  
下し た垂 
線 

 

下腿長軸 

 

膝蓋骨 

膝関節を 屈曲（ 9 
0°） し 股関節回 
旋の角度が下腿 
骨の移動角度で 
計測でき る 肢位 
（ 背臥位で膝か 
ら 下をベッ ト よ  
り 出す。 ま たは 
腹臥位） 骨盤の 
代償を少なく す 
る よ う に 

 

内旋 
i nt er nal  
rot at i on 

 

0～45 
  〃    〃    〃 

 

膝 

Knee 
 

※注1 

屈曲 
f l exi on 0～130 

大腿骨 
（ 大転子 
と 大腿骨 
外顆の中 
心）  

下腿骨 
（ 排骨小頭 
よ り 排骨 
果）  

膝関節 
原 則 と し て 腹臥
位 で 行う が 股関
節 の 屈曲縮 等が
あ り 腹臥拘 位が
と れ な い と き は
背 臥 位で は か る
こ と も ある  

 

伸展 
ext ensi on 0   〃    〃    〃 
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関節名 
（ 部位名）  

運動方向 正常可 
動範囲 

角度計のあてかた 
注 意 備 考 

基本軸 移動軸 軸 心 

 

 
 

下腿 

l ower  
l eg 

外旋 
ext er al  
rot at i on 

 

0～20 

膝屈曲90 
°の位置 
で足長軸 
が自然に 
向く 位置 

移動し た長 
軸  

踵 部 

腰かけ坐位（ 腹 
臥、 背臥位も あ 
り 得る ） 膝を 90 
°屈曲位に垂ら  
し 足関節を 中間 
位と し 、 足長軸 
の移動軸ではか 
る 。 こ の運動は 
膝と 足関節の複 
合運動で、 膝伸 
転位ではおこ ら  
ない。  

 

内旋 
i nt er nal  
rot at i on 

 

0～10 

 

〃 

 

〃 

 

〃 

 

足( 関節)  

ankl e 

背屈 
dorsi -f l ex 

i on 
0～20 

下腿骨軸 
への垂線 
（ 足底 
部）  

第5中足骨 
足 底 

腰かけ坐位（ 腹 
臥、 背臥位も あ 
り 得る ） 膝を 屈 
曲し て2関節筋の 
緊張を除いて計 
る こ と  

 

底屈 
pl ant al  
f l exi on 

0～45 〃 〃 〃 

 
 
 

足部 

Foot  
 

※注12 

外がえし  
ever si on 0～20 

下腿骨軸 
への垂線 
（ 足底 
部）  

足底面 特に定めず 
同上  

内がえし  
i nver si on 0～30 〃 〃 〃 

外転 
abduct i on 0～10 

第1第2中 
足骨の間 
の足軸 同 左 前足部関節 

足底で、 足外縁 
ま たは内縁で計 
測する こ と も で 
き る 膝伸展位 

 

内転 
adduct i on 0～20 〃 〃 〃 

 
 
 

母指( 趾)  

gr eat  
t oe 

屈曲( MP)  
0～35 第1中足骨 第1基節骨 MP 

  

伸展( MP)  
0～60 〃 〃 〃 

屈曲( I P)  
0～60 第1基節骨 第1末節骨 I P 

  

伸展( I P)  
0 〃 〃 〃 

足指( 趾)  
t oes 

屈曲( MP)  
0～35 

第2～5中 
足骨 

第2～5基節 
骨 MP 

  

伸展( MP)  
0～40 〃 〃 

〃 

屈曲( PI P)  
0～35 

第2～5基 
節骨 

第2～5中節 
骨 PI P 

  

伸展( PI P)  
0 

〃 〃 〃 

屈曲( DI P)  
0～50 

第2～5中 
節骨 

第2～5末節 
骨 DI P 

  

伸展( DI P)  
0 〃 〃 〃 
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Ⅴ.  体幹計測  

関節名 
（ 部位名）  運動方向 正常可 

動範囲 

角度計のあてかた 
注 意 備 考 

基本軸 移動軸 軸 心 

 
 
 
 
 
 
 

頸部 
cervi cal  

前屈 
（ 屈曲）  
f l exi on 

0～60 
前額面中央 
線 

耳孔と 頭頂 
と の結合線 肩関節中心 

（ 肩峰部）  

頭部体幹の側面 
で行う  
原則と し て腰か 
け坐位、 立位、  
その他立位、 臥 
位 

 

後屈 
（ 伸展）  
ext ensi on 0～50 〃 〃 〃 

回旋 
( 捻転)  
rot at i  
on 

左
旋 

0～70 背 面 
鼻梁と 後頭 
結節と の結 
合線 

頭 頂 
測定は頭頂水平 
面で行なう 。 体 
位は腰かけ坐 
位、  
立位ま たは背臥 
位 

 

右
旋 

0～70 〃 〃 〃 

側屈 
l at er a 
l  
bendi n 
g 

左
屈 

0～60 
第7頚椎棘 
突起と 第5 
腰椎棘突起 
と の結合線 

頭頂は第7頚 
椎棘突起と  
の結合線 

第7頚椎棘突 
起 

測定は頭頂水平 
面で行なう 、 体 
位は腰かけ坐 
位、 立位背臥位 
ま たは腹臥位 

 

右
屈 

0～50 〃 〃 〃 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

胸腰部 
t hor aci e 

& 
l umber  

前屈 
（ 屈曲)  
f l exi on 

 

0～45 

第5腰椎棘 
突起をと お 
る 垂線 
側臥位では 
水平線 

第7頚椎棘突 
起と 第5腰椎 
棘突起と の 
結合線 

第5腰椎棘突 
起 

測定は体幹側面 
で行なう  
体位は腰かけ坐 
位、 立位ま たは 
側臥位、 軸心は 
第5腰椎棘突起が 
判断と し ない場 
合はジャ コ ビ ー 
線の中央にたて 
た垂線と の交差 
点を用いても よ  
い 

 

後屈 
（ 伸展）  
ext ensi on 

 

0～30 

 

〃 

 

〃 

 

〃 

回旋 
( 捻転)  
rot at i  
on 

左 
旋 0～40 

腰かけの背 
あて（ 垂 
線） の線 

両肩甲部の 
切線 

両肩甲部の 
切線の背あ 
ての延長線 
の交点 

測定は腰かけの 
背あてに腰殿部 
を 固定し た位置 
で行なう  
体位は腰かけ坐 
位 

 

右 
旋 0～40 〃 〃 〃 

側屈 
l at er a 
l  
bendi n 
g 

左 
屈 0～50 

ジャ コ ビー 
線の中点に 
たてた垂線 

第7頚椎棘突 
起と 第5腰椎 
棘突起と の 
結合線 

第5腰椎棘突 
起 

測定は体幹の背 
面で行なう 体位 
は腰かけ坐位ま  
たは立位 

 

右 
屈 0～50 〃 〃 〃 

 
注 ：  脊柱に変形がある と き は測定は困難なので便宜上起立位で腰部を 前屈し 上肢を 伸展さ せてその指尖と 床面と

の距離を cmで表現する 。 側屈も 同じ 。 起立不能の時は臥位のま ま 下肢を 伸展さ せた位置で鼻先母趾先端ま での
距離を cmで表す胸腰部の測定には股関節の運動がはいら ぬよ う 注意する 。 そのためフ レ キシブルテープで長さ
を 計測する のも よ い。  

 
Ⅵ. 顎関節計測 
顎関節 

temporomandi bul ar  
j oi nt  

 ・ 開口位で上顎の正中線上で上歯と 下歯の先端と の間の距離をcmで表現する  
 ・ 左右偏位l at er al  devi at i onに関し ては上顎の正中線を軸と し て下歯列の動き を左右と も cmで表現する  
 ・ 正常値は上下第1切歯対向縁間の距離5. Ocm、 左右偏位は1. Ocmである  
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２  徒手筋力テ ス ト  

                                      

筋力テス ト は徒手によ る 筋力検査によ っ て行い、 評価は次の内容で区分し ま す。  

○ 

正常 検者の手で加える 十分な抵抗を排し て自動可能な場合  ５  

やや減 検者の手を置いた程度の抵抗を排し て自動可能な場合 ４  

△ 半減 
 検者の加える 抵抗には抗し 得ないが、 自分の体部分の 

重さ に抗し て自動可能な場合 
３  

× 

著減 
 自分の体部分の重さ に抗し 得ないが、 それを排する よ  

う な体位では自動可能な場合 
２  

消失 いかなる 体位でも 関節の自動が不能な場合 
１  

０  
 

( ６ 段階評価)   
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３  身体構造の解剖図 

 

〔 目の構造〕  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

視野と 視覚伝導路( Hol mans )  
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〔 耳の構造〕  
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 〔 脳及び神経系①〕  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 226 - 

 〔 脳及び神経系②〕  
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脊髄の運動と 感覚レ ベル 
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支配髄節と 知覚 
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 〔 上肢の骨格〕  
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〔 上肢筋〕  

 

前 面 ( 屈側)  
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後 面 ( 伸側)  
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 〔 手骨及び手指の関節〕  
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〔 下肢の骨格〕  
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 〔 下肢筋〕  

 

前 面 
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後 面 
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〔 足骨、 足関節〕  
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〔 心 臓〕  
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 〔 腎臓・ 尿路〕  
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 〔 呼吸器〕  
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〔 消化器〕  
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4 身体障害者の範囲拡大の推移 

 

身 体 障 害 者 の 範 囲 

身体障害者福祉法  別表 
政 令 で 定 め る  障 害 

( 身体障害者福祉法施行令 第12条)  

  法の制定     公布 昭24. 12. 26 

                    施行 昭25.  4.  1 

 

・ 心臓機能障害、 呼吸器機能障害の追加 

 昭42年法律第113号によ る 改正 

 昭42. 8. 1 施行 

 

・ じ ん臓機能障害の追加 

 昭47年法律第112号によ る 改正 

 昭47. 7. 1 施行 

 

① 政令によ って身体障害を指定する 方法 

 の導入 

  障害の多様化､複雑化､さ ら に新し い類 

  型の障害の発生等の状況に対処する ため 

② そし ゃく 機能障害の規定 

  従来、 音声・ 言語機能障害と し て取り  

 扱われていた 

③ オージオメ ータ のJI S規格改定に伴う  

 聴覚障害の規定の改定 

 昭59年法律第63号 

 昭59. 10. 1 施行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ・ ぼう こ う ・ 直腸機能障害の追加 

 昭59年政令第288号によ る 改正 

 昭59. 10. 1 施行 

 

 

 

 

 

 

 

・ 小腸機能障害の追加 

昭61年政令第300号によ る 改正 

 昭61. 10. 1 施行 

 

・ ヒ ト 免疫不全ウ イ ルス によ る 免疫機能障 

 害の追加 

 平10年政令第10号によ る 改正 

 平10. 4. 1 施行 

 

・ 肝臓機能障害の追加 

 平21年政令第298号によ る 改正 

 平21. 12. 24 施行 
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身 体 障 害 者 障 害 程 度 等 級 表 

( 身体障害者福祉法施行規則別表第5号)  
厚 生 省 社 会 局 長 通 知 

 

 

 

 

 

・ ｢障害程度等級表｣を規則中に規定 

〔 昭29. 9. 2 厚生省令第52号によ る 改正〕  

 

・ 心臓機能障害、 呼吸器機能障害の追加 

〔 昭42. 8. 1 厚生省令第26号によ る 改正〕  

 

・ じ ん臓機能障害の追加 

〔 昭47. 8. 25 厚生省令第44号によ る 改 

正〕  

 

 

 

 

 

 

 

・  そし ゃく 機能障害、 ぼう こ う ・ 直腸機 

 能障害、 脳原性運動機能障害の追加 

〔 昭59. 9. 26 厚生省令第53号によ る 改 

正〕  

 

・ 小腸機能障害の追加 

〔 昭61. 9. 22 厚生省令第45号によ る 改 

正〕  

・  視覚障害における 視野障害に視野の損 

 失率を導入 

〔 平7. 4. 11 厚生省令第29号によ る 改正〕  

・  ヒ ト 免疫不全ウ イ ルス によ る 免疫の機 

 能障害の追加 

〔 平10. 2. 9 厚生省令第14号によ る 改正〕  

・ ｢身体障害者福祉法別表｢身体障害者の範 

 囲｣の解釈について｣ 

 〔 昭25. 7. 26 社乙発第116号〕  

  ｢身体障害者等級表について｣ 

 〔 昭25. 8 社乙発第123号〕  

・  ｢身体障害者障害程度等級表について｣ 

 〔 昭29. 9. 2 社発第685号〕  

 

 

 

 

 

 

 ・ 総合評価認定方法の導入 

  ｢身体障害者の障害程度認定について｣ 

   昭和51. 4. 22 社更第49号 

 

・ ｢身体障害者障害程度等級について｣ 

 〔 昭59. 4. 1 社更第52号〕  

 

 ｢身体障害者障害程度等級表について｣ 

 〔 昭59. 9. 28 社更第127号〕  

 ①脳原性運動機能障害の認定基準の追加 

  ②障害が重複する 場合の取扱いの明確化 

  ( 合計指数算定方法の導入)  
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身 体 障 害 者 障 害 程 度 等 級 表 

( 身体障害者福祉法施行規則別表第5号)  

厚生労働省社会・ 援護局 

     障害保健福祉部長通知 

 

 

 

 

 

 

 

・ 肝臓機能障害の追加 

 〔 平21.12.24 厚生労働省令第157号による改正〕  

 

・ 心臓機能障害（ ペースメ ーカ等植え込み者） 及び 

肢体不自由（ 人工関節置換者） の障害認定基準の 

見直し 

 

 

 

・ 聴覚障害の認定方法の見直し 

 

・ 小腸機能障害の障害認定基準（ 日本人の推定エネ

ルギー必要量） の見直し 

 

 

 

・ 肝臓機能障害の障害認定基準の見直し 

 

 

 

 

 

・ じん臓機能障害の障害認定基準の見直し 

・ 「 身体障害者障害程度等級表の解説( 身体 

 障害者認定基準) について」  

 〔 平成15. 1. 10 障発第0110001号〕  

 

 ※ 平成15. 3. 31 廃止 

 「 身体障害者障害程度等級表について」  

 〔 昭和59. 9. 28 社更第 127号〕  

 

 

 

 

 

・ 「 『 身体障害者障害障害程度等級表の解 

説（ 身体障害認定基準） について』 の一 

部改正等について」  

〔 平成26. 1. 21 障発第121第1号〕  

 

 

 

・ 「 『 身体障害者障害障害程度等級表の解 

説（ 身体障害認定基準） について』 の一 

部改正等について」  

〔 平成27. 3. 31 障発0331第2号〕  

 

・ 「 『 身体障害者障害障害程度等級表の解 

説（ 身体障害認定基準） について』 の一 

部改正等について」  

〔 平成28. 2. 4 障発0204第1号〕  

 

 

・ 「 『 身体障害者障害障害程度等級表の解 

説（ 身体障害認定基準） について』 の一 

部改正等について」  

〔 平成30. 2. 26 障発0226第６ 号〕  
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身 体 障 害 者 障 害 程 度 等 級 表 

( 身体障害者福祉法施行規則別表第5号)  

厚生労働省社会・ 援護局 

     障害保健福祉部長通知 

・ 視覚障害の障害認定基準の見直し 

 

 

 

 

 

・ 小腸機能障害の障害認定基準（ 日本人の推定エ 

ネルギー必要量） の見直し 

 

 

 

 

 

・ 心臓機能障害の疑義解釈質疑の追加 

・ 「 『 身体障害者障害障害程度等級表の解 

説（ 身体障害認定基準） について』 の一 

部改正等について」  

〔 平成30. 4. 27 障発04227第２ 号〕  

 

 

 

・ 「 『 身体障害者障害障害程度等級表の解 

説（ 身体障害認定基準） について』 の一 

部改正等について」  

〔 令和2. 3. 26 障発0326第12号〕  

 

 

・ 「 『 身体障害認定基準等の取扱いに関す 

る 疑義について』 の一部改正について」  

〔 令和4. 5. 25 障企発0525第1号〕  
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こ の ページ は編集上の 都合に よ り  
意図的に 余白と し て い ま す。    
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５  Ｊ Ｒ運賃割引制度の第１ 種、 第２ 種 

    太枠内       第１ 種 

    その他       第２ 種 

 

級別 視覚障害 

聴覚又は平衡機能の障害 

音声機能、 言語
機能又はそしゃ

く 機能の障害 

肢体不自由 

聴覚障害 
平衡機能

障害 
上肢機能障害 下肢機能障害 体幹機能障害 

１ 級 視力の良い方の眼の視力（ 万国式試視
力表によって測ったものをいい、 屈折

異常のある者については、 矯正視力に
ついて測ったも のをいう 。 以下同
じ。 ） が0.01以下のもの 

   １  両上肢の機能を全廃
したもの 

２  両上肢を手関節以上
で欠く もの 

１  両下肢の機能を全廃し
たもの 

２  両下肢を大腿の２ 分の
１ 以上で欠く もの 

体幹の機能障害により  
坐っていること ができ 

ないもの 

２ 級 １  視力の良い方の眼の視力が0.02
以上0.03以下のもの 

２  視力の良い方の眼の視力が0.04

かつ他方の眼の視力が手動弁以下の
もの 

３  周辺視野角度（ Ⅰ／４ 視標によ

る。 以下同じ 。 ） の総和が左右眼そ
れぞれ80度以下かつ両眼中心視野角

度（ Ⅰ／２ 視標によ る 。 以下同

じ。 ） が28度以下のもの 
４  両眼開放視認点数が70点以下か

つ両眼中心視野視認点数が20点以下

のもの 

両耳の聴力レベ
ルがそれぞれ100

デシベル以上の

も の( 両耳全ろ
う ) 

  １  両上肢の機能の著しい
障害 

２  両上肢のすべての指を

欠く もの 

１  両下肢の機能の著しい
障害 

２  両下肢を下腿の２ 分の

１ 以上で欠く もの 

１  体幹の機能障害によ
り 坐位又は起立位を保つ

ことが困難なもの 

２  体幹の機能障害によ
り 立ち上がるこ と が困難

なもの 
３  １ 上肢を上腕の２ 分の
１ 以上で欠く もの 

４  １ 上肢の機能を全廃し

たもの 

３ 級 

１  視力の良い方の眼の視力が0.04
以上0.07以下のも の（ 2級の2に該当

するものを除く 。 ）  

２  視力の良い方の眼の視力が0.08
かつ他方の眼の視力が手動弁以下の

もの 

３  周辺視野角度の総和が左右眼そ
れぞれ80度以下かつ両眼中心視野角

度が56度以下のもの 

４  両眼開放視認点数が70点以下か
つ両眼中心視野視認点数が40点以下

のもの 

両耳の聴力レベ
ルが90デシベル

以上のも の( 耳介

に接し なければ
大声語を理解し

得ないもの) 

 １  両下肢をショ パー関節
以上で欠く もの 

体幹の機能障害により 歩
行が困難なもの 

２  １ 下肢を大腿の２ 分の

１ 以上で欠く もの 
３  １ 下肢の機能を全廃し
たもの 

４ 級 １  視力の良い方の眼の視力が0.08
以上0.1以下のもの（ 3級の2に該当す
るものを除く 。 ）  

（ 以下 略）  

２  周辺視野角度の総和が左右眼そ

れぞれ80度以下のもの 

３  両眼開放視認点数が70点以下の
もの 

 
        

 
 （ 注） ※１  障害( 障害区分ごと の障害) を２ つ以上有し ､その障害の総合の程度が上記太枠内の程度に準ずる も のも  
    ※２  脳原性運動機能障害については､１ 上肢又は１ 下肢のみに運動機能障害がある 場合は除かれます。  
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あ 
 
 
 
 
 
 心臓、 じ ん 臓若し く は 呼吸器又はぼう こ う 若し く は 直腸、 小腸、 ヒ ト 免疫不全ウ イ ルス に よ り 免疫 

若し く は肝臓の 機能障害  

乳幼児期以前の非進行性の脳 
病変による運動機能障害 

(脳原性運動機能障害) 
心臓機能障害 じん臓機能障害 呼吸器機能障害 ぼう こう 又は 

直腸機能障害 
小腸機能障害 

ヒ ト 免疫不全ウイ  
ルスによる免疫機

能障害 

肝臓機能障害 

上肢機能障害 移動機能障害 

不随意運動･失調 
等により 上肢を 

使用する日常生 

活動作がほと ん 
ど不可能なもの 

不随意運動･失調 
等により 歩行が 

不可能なもの 

心臓の機能の障害 
により 自己の身辺 

の日常生活活動が 

極度に制限される 
もの 

じん臓の機能の障 
害により 自己の身 

辺の日常生活活動 

が極度に制限され 
るもの 

呼吸器の機能の 
障害により 自己の 

身辺の日常生活活 

動が極度に制限さ  
れるもの 

ぼう こう 又は直腸 
の機能の障害によ  

り 自己の身辺の日 

常生活活動が極度 
に制限されるもの 

小腸の機能の障害 
により 自己の身辺 

の日常生活活動が 

極度に制限される 
もの 

ヒ ト 免疫不全ウイ  
ルスによる免疫の 

機能の障害により  

日常生活がほと ん 
ど不可能なもの 

肝臓の機能の障害 
により 日常生活活 

動がほと んど不可 

能なもの 

不随意運動･失調 
等により 上肢を 

使用する日常生 

活動作が極度に 
制限されるもの 

 

 
 

 

 
 

 

 

不随意運動･失調 
等により 歩行が 

極度に制限され 

るもの 

     ヒ ト 免疫不全ウイ  
ルスによる免疫の 

機能の障害により  

日常生活が極度に 
制限されるもの 

肝臓の機能の障害 
により 日常生活活 

動が極度に制限さ  

れるもの 

 不随意運動･失調 

等により 歩行が 

家庭内での日常 
生活活動に制限 

されるもの 

 
 

 

 
 

 
 

心臓の機能の障害 

により 家庭内での 

日常生活活動が著 
しく 制限されるも  

の 

じん臓の機能の障 

害により 家庭内で 

の日常生活活動が 
著しく 制限される 

もの 

呼吸器の機能の障 

害により 家庭内で 

の日常生活活動が 
著しく 制限される 

もの 

ぼう こう 又は直腸 

の機能の障害によ  

り 家庭内での日常 
生活活動が著しく  

制限されるもの 

小腸機能の障害に 

より 家庭内での日 

常生活活動が著し 
く 制限されるもの 

ヒ ト 免疫不全ウイ  

ルスによる免疫の 

機能の障害により  
日常生活が著しく  

制限されるもの 

(社会での日常生 
活活動が著しく 制 

限されるものを除 

く )  

肝臓の機能の障害 

により 日常生活活 

動が著しく 制限さ  
れるもの(社会で 

の日常生活活動が 

著しく 制限される 
ものを除く ) 

心臓の機能の障害 

により 社会での日 

常生活活動が著し  
く 制限されるもの 

じん臓の機能の障 

害により 社会での 

日常生活活動が著 
しく 制限されるも  

の 

呼吸器の機能の障 

害により 社会での 

日常生活活動が著 
しく 制限されるも  

の 

 小腸の機能の障害 

により 社会での日 

常生活活動が著し 
く 制限されるもの 

ヒ ト 免疫不全ウイ  

ルスによる免疫の 

機能の障害により  
社会での日常生活 

活動が著しく 制限 

されるもの 

肝臓の機能の障害 

により 社会での日 

常生活活動が著し  
く 制限されるもの 

あ 
あ                          （ 以下 略）  
ああ 
 

第１ 種身体障害者と さ れます。  
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こ のページ は編集上の都合によ り  

意図的に余白と し ていま す。    

     

 

 

 

 

 

 


